
町長

町
長

空
き
家
対
策
に
つ
い
て
問
う

既
成
市
街
地
の
狭
あ
い
道
路
の
安
全
確
保
強
化
を

パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る

青
山
　 

晋
　
議
員
（
公
明
党
）

地域と行政の連携で課題に取り組む

町政運営に住民感覚での工夫を

質
問
　
居
住
者
が
お
ら
ず
、

長
年
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の

「
空
き
家
」
は
、
庭
に
草

木
が
生
い
茂
り
、
隣
家
の

敷
地
ま
で
伸
び
て
お
り
、

家
全
体
が
ツ
タ
に
覆
わ
れ

外
壁
す
ら
目
視
で
き
な
い

状
態
の
家
も
あ
る
。
環
境

面
だ
け
で
な
く
犯
罪
の
温

床
・
不
審
火
の
危
険
性
な

ど
が
高
く
「
地
域
全
体
の

悩
み
の
種
」
と
な
っ
て
い

る
。

　

総
務
省
の
「
住

宅
・
土
地
統
計
調

査
」
で
は
、
売
却
・

賃
貸
の
対
象
外
の
空

き
家
が
最
近
、
大
幅

に
増
加
し
、
過
去
最

高
の
統
計
が
出
て
い

る
。
そ
こ
で
、
防

犯
・
防
災
の
観
点
か

ら
町
の
対
策
を
問
う
。

町
長　

町
で
は
、
所

有
者
の
管
理
義
務
が

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

た
上
で
、
口
頭
で
の
お
願

い
や
書
面
で
適
正
な
管
理

を
呼
び
か
け
て
い
る
。
法

律
上
、
行
政
権
限
の
及
ば

な
い
個
人
住
宅
へ
の
立
ち

入
り
・
改
善
命
令
が
で
き

な
い
こ
と
や
所
有
者
へ
の

罰
則
が
な
い
た
め
、
防
犯

や
防
災
面
で
の
直
接
的
な

対
策
は
難
し
い
。
引
き
続

き
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や

環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
の
巡
回

を
強
化
し
、
地
域
の
方
々

の
協
力
も
呼
び
掛
け
て
い

く
。
今
後
、
国
の
空
き
家

対
策
特
別
措
置
法
案
の
審

議
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、

所
有
者
の
家
屋
管
理
に
関

す
る
相
談
に
適
切
に
対
応

す
る
。

質
問
　
今
秋
以
後
、
大
企

業
で
は
大
幅
な
増
益
決
算

及
び
業
績
の
上
方
修
正
が

報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
中

小
企
業
等
で
は
依
然
厳
し

い
状
況
で
あ
る
。
各
市
町

村
の
財
政
状
況
に
お
い
て

も
厳
し
い
状
況
に
変
化
は

見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

次
の
４
件
の
活
用
に
つ
い

て
更
な
る
工
夫
が
必
要
と

考
え
る
が
、
町
長
の
所
見

を
伺
う
。

問
①
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
等
の
施
設
。

町
長　

地
域
と
密
着
し
た

運
営
の
実
現

と
、
行
政
施

策
の
連
携
を

共
に
考
え
て

い
く
。

問
②
　
人
材

リ
ス
ト
の
登

録
者
を
含
む

人
材
。

町
長　

43
名

の
方
が
登
録
。

現
在
は
社
会

教
育
事
業
の

中
で
、
講
師

と
し
て
活
用

さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
が
、
地
域
に

お
け
る
活
用
は
、
な
か
な

か
進
ま
な
い
状
況
で
あ
る
。

問
③
　
福
祉
バ
ス
。

町
長　

新
た
な
停
留
所
を

設
置
し
た
。
利
用
者
が
さ

ら
に
増
え
る
よ
う
、
町
の

イ
ベ
ン
ト
と
の
協
同
な
ど
、

検
討
を
加
え
る
。

問
④
　
モ
ー
ガ
ン
ヒ
ル
市

と
の
交
流
。

町
長　

中
学
生
以
外
の
相

互
交
流
な
ど
、
今
後
の
交

流
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い

て
関
係
機
関
と
意
見
交
換

を
し
て
い
る
。
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早
期
改
良
に
取
り
組
み
た
い

町
長

小
池
　
信
一
郎
　
議
員
（
自
民
新
政
会
）

質
問
文
は
、
質
問
者
本
人
が
2
0
0
文

字
以
内
で
執
筆
し
た
原
文
を
掲
載
し
、

答
弁
は
内
容
を
要
約
し
て
掲
載
し
て
い

ま
す
。

議
員
名
の
あ
と
の
（
　
）
は
、

会
派
の
名
称
で
す
。

質
問　

既
成
市
街
地
の
狭

あ
い
な
道
路
は
、
道
路
幅

員
の
確
保
が
困
難
な
場
合

が
多
く
、
現
在
、
カ
ラ
ー

舗
装
な
ど
に
よ
る
歩
車
道

分
離
の
安
全
対
策
は
進
め

ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
交

差
点
や
路
地
に
は
高
い
塀

や
樹
木
が
障
害
と
な
る
危

険
な
場
所
が
多
く
、
歩
行

者
や
自
転
車
の
安
全
性
が

確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
云

い
難
い
。
町
は
安
全
な
道

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
る

が
、
生
活
道
路
の
安
全
確

保
を
優
先
し
、
住
民
と
地

権
者
の
理
解
と
協
力
を
得

て
、
危
険
な
場
所
を
早
期

に
改
善
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
町
長
の
所
見
を
伺
う
。

町
長　

既
存
市
街
地
で
の

生
活
道
路
に
は
、
狭
あ
い
、

歩
車
道
の
区
別
が
無
い
区

間
な
ど
、
危
険
箇
所
が
あ

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

町
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
生

活
道
路
や
交
差
点
改
良
の

た
め
、
土
地
取
得
の
交
渉

を
進
め
、
徐
々
に
改
良
工

事
を
行
っ
て
き
た
が
、
す

べ
て
の
危
険
箇
所
の
解
消

に
は
、
沿
道
地
権
者
の
理

解
が
不
可
欠
で
あ
り
、
多

く
の
時
間
が
か
か
る
と
思

う
。
今
後
も
、
地
権
者
の

理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
、

危
険
箇
所
の
早
期
改
良
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

町
長　

最
善
の
制
度

構
築
を
目
指
す
。

こ
ん
な
質
問
も
あ
り
ま
し
た

家
族
介
護
の
支
援
拡

充
を

●●●

リサイクルプラザを出発する環境パトロール車

原　　成兆　議員（自民新政会）

住民の声を反映してつくられた長岡コミュニティセンター

拡幅された町道（殿ケ谷地区）


